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令和４年８月３１日判決言渡  

令和４年（ネ）第１００３５号 著作権侵害損害賠償請求控訴事件 

（原審・東京地方裁判所令和３年（ワ）第１０９８７号） 

口頭弁論終結日 令和４年６月２９日 

             判       決 

 

控 訴 人         Ｘ 

同訴訟代理人弁護士         橋   本   阿 友 子 

 

被 控 訴 人         Ｙ 

同訴訟代理人弁護士         樽   井   直   樹 

                  倉   知   孝   匡 

             主       文 

１ 本件控訴を棄却する。 

２ 控訴費用は控訴人の負担とする。 

             事 実 及 び 理 由 

用語の略称及び略称の意味は、本判決で定義するもの及び改めるもののほかは、

原判決に従うものとする。また、原判決の引用部分の「別紙」を全て「原判決別紙」

に改める。 

第１ 控訴の趣旨 

１ 原判決を取り消す。 

２ 被控訴人は、控訴人に対し、３００万円及びこれに対する令和３年５月１８

日から支払済みまで年３分の割合による金員を支払え。 

３ 訴訟費用は第１、２審とも被控訴人の負担とする。 

第２ 事案の概要等 

１ 事案の概要 
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(1) 本件は、ジャーナリストである控訴人が、大学の教授である被控訴人の執筆

した雑誌記事等について、①主位的に、控訴人が著作権を有する雑誌記事（原告雑

誌記事）及び書籍の一部（原告ルポ）の複製又は翻案に当たり、控訴人の著作権（複

製権、翻案権）及び著作者人格権（氏名表示権、同一性保持権）を侵害すると主張

し、②予備的に、原告雑誌記事及び原告ルポのいわゆるデッドコピーであると主張

して、不法行為に基づく損害賠償請求として、３００万円（逸失利益１５０万円、

弁護士費用５０万円及び慰謝料１００万円の合計額）及びこれに対する不法行為の

後で訴状送達の日の翌日である令和３年５月１８日から支払済みまで民法所定の年

３分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。 

(2) 原審は、控訴人の請求をいずれも棄却した。これを不服として、控訴人が控

訴を提起した。 

２ 前提事実並びに争点及び争点に関する当事者の主張は、次のとおり改め、後

記３のとおり当審における控訴人の補充主張を加えるほかは、原判決の「事実及び

理由」中の「第２ 事案の概要」の１～３に記載するとおりであるから、これを引

用する。 

(1) 原判決２頁７行目の「中京大学の教授職にある者であり」を「少なくとも平

成２５年から平成２９年までの間、中京大学の教授職にあった者であり、その当時」

に改め、同頁１０行目冒頭に「ア」を加え、同頁１１行目の「１００頁」を「１０

０頁～１０１頁」に、同頁１３行目～１４行目の「２０１３年（平成２５年）１０

月発行の書籍「日本の奨学金はこれでいいのか！」」を「奨学金問題対策全国会議

編「日本の奨学金はこれでいいのか！」（あけび書房株式会社、２０１３年（平成

２５年）１０月発行）（甲３７。以下「本件書籍」ということがある。）」にそれ

ぞれ改め、同頁１７行目冒頭から２２行目末尾までを次のとおり改める。 

「イ 原告雑誌記事は、縦書き４段組みで２頁にわたるものであり、そのうち控

訴人が著作権等が侵害されたと主張する記述は、その２頁目（１段当たり約２９行）

３段目１３行目～４段目４行目の次の部分（以下「本件記事部分」ということがあ
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る。）である（甲１）。 

「原資の確保であれば元本の回収がなにより重要だ。ところが、日本育英会から

独立行政法人に移行した〇四年以降、回収金はまず延滞金と利息に充当するという

方針を頑なに実行している。一〇年度の利息収入は二百三十二億円、延滞金収入は

三十七億円に達する。これらの金は経常収益に計上され、原資とは無関係のところ

へ消えている。この金の行き先のひとつが銀行であり、債権管理回収業者（サ－ビ

サー）だ。一〇年度期末で民間銀行からの貸付残高はざっと一兆円。年間の利払い

は二十三億円。また、サービサーについては、同年度で約五万五千件を日立キャピ

タル債権回収など二社に委託し、十六億七千万円を回収、そのうち一億四百万円が

手数料として払われている。」 

ウ 原告ルポは、本件書籍の６１頁～１０４頁（１頁当たり約１７行）に掲載さ

れたものであり、そのうち控訴人が著作権等が侵害されたと主張する記述は、次の

部分（以下、次の(ｱ)を「本件ルポ部分(ｱ)」と、次の(ｲ)を「本件ルポ部分(ｲ)」と、

それらを併せて「本件ルポ部分」とそれぞれいうことがある。また、本件雑誌部分

と本件ルポ部分を併せて「原告各記述」ということがある。）である（甲３７）。 

(ｱ) 「申し立てがあると、裁判所は債務者に督促通知を送ります。通知を受けた

側は２週間以内に異議申し立てをすることができます。異議を申し立てた場合は訴

訟に移行します。異議がなければ督促内容が確定して、判決と同様の効力を持ちま

す。」（前記書籍の６６頁９行目～１２行目（行数の記載は空白行を除いたもの。

以下同じ。） 

(ｲ) 「日本学生支援機構の会計資料によれば、２０１０年度の利息収入は２３２

億円、２０１１年度２７５億円、２０１２年度３１８億円。延滞金収入は２０１０

年度３７億円、２０１１年度が４１億円、２０１２年度４３億円と増加傾向にあり

ます。 

利息・延滞金で年間３６０億円（１２年度）もの収入です。そして、日本学生支

援機構の説明によれば、これらのお金の行き先は「経常収益」、つまり「儲け」に
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計上されています。特に延滞金のほとんどは「雑収入」です。つまり、延滞金の回

収にいくら励んだところで「原資」とは何の関係もないのです。 

むしろ、延滞金に固執すれば原資の回収は遅れます。回収金はまず延滞金と利息

に充当するという方針を実行しているからです。もし、本当に原資を回収して不良

債権を減らしたいというのであれば、元本から回収すべきです。それをしないのは、

「利益」こそが回収強化の真の狙いだからではないでしょうか。なお、２０１２年

度の総利益は３９億円、純資産は前年度２９億円増の５６１億円です。 

３６０億円にのぼる延滞金と利息収入。利息の大半は財政融資資金という政府か

ら借りた金の利払いに充てられます。「日本学生支援機構債」などを発行して債券

市場から集めた資金が財源です。もうひとつの金の行き先が、銀行と債権管理回収

業者（サービサー）です。２０１０年度期末で民間銀行からの借入残高は約１兆円

で、年間の利払いは２３億円にもなります。２０１１年度は１８億円、２０１２年

度は１６億円。２０１３年８月現在の銀行借り入れ残高は４５８０億円です。また、

サービサーへの委託状況は次のとおりです。 

２０１０年度はエム・ユー・フロンティア債権回収会社と日立キャピタル債権回

収会社が延滞債権回収業務を受託。エム社が８９３８万円（回収益＝１４億３５３

３万２９６円）、日立が１億５２４０万円（同１３億６０３７万８４５２円）を売

り上げています。２０１２年度の実績は、エム社の売り上げ１億３４７１万円（同

２０億３９２７万９４７５円）、日立が１億７８２６万円（同２１億９５４５万３

０８１円）です。」（前記書籍の９０頁７行目～９１頁１３行目）」 

(2) 原判決２頁２４行目の「執筆した」の次に「（なお、次の括弧内の頁は、当

該記事の開始頁を示すが、⑫においてのみ控訴人が問題とする記載部分がある頁を

示す。）」を加え、同頁２５行目の「著作権」を「著作権等」に改め、３頁２行目

の「、同様に」を削除し、同頁３行目の「被告記述」を「「被告記述」欄記載の各

記述」に、同頁５行目の「２０１３年」から６行目の「いいのか！」」までを「本

件書籍」にそれぞれ改める。 
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(3) 原判決４頁２行目～３行目の「朝日新聞出版発行」を「朝日新聞出版発行８

０頁、８６頁及び８７頁」に改め、同頁１３行目の「、別紙１及び２の各対比表の」

を削除し、同頁２２行目～２３行目の「書籍「日本の奨学金はこれでいいのか！」」

を「本件書籍」に改める。 

(4) 原判決５頁２３行目の「被告各記述は」を「被告各記述に記載されたものは」

に改める。 

(5) 原判決別紙２の「２－１」の「原告記述（甲３）」欄中の「手続」を「手続

き」に、同「２－２お」の「原告記述（甲３）」欄中の「債権市場」を「債券市場」

に、同「２－２か」の「原告記述（甲３）」欄中の「１６億円、」を「１６億円。」

に、同「２－２き」の「原告記述（甲３）」欄中の「延滞金債権回収業務」を「延

滞債権回収業務」に、同欄中の「エム社が８９３８万円、」を「エム社が８９３８

万円」に、同欄中の「エム社の売上」を「エム社の売り上げ」にそれぞれ改める。 

３ 当審における控訴人の補充主張 

(1) 著作権（複製権、翻案権）、著作者人格権（氏名表示権、同一性保持権）の

侵害の成否（争点１）について 

ア 原判決の判断の誤り 

(ｱ) 事実の取捨選択により構成された文章も著作物であること 

原判決は、原告各記述と被告各記述の共通部分を抽出した上で、当該共通部分は

「事実」又は「一般的な考察の一部であって、思想又はアイデアに属するもの」で

あるとして、原告各記述の著作物性を否定したが、事実であるという一事をもって

著作物性を否定するという論理には誤りがある。どのような事実を取り出し、分析

し、文章として構成するかは、人によって異なり、まさに筆者の個性が表出される

ものである。また、事実を時系列に従って記載する場合においても、言葉の選択の

余地はあり、著作物性が認められ得る。 

後記イのとおり、原告各記述については、ルポルタージュ（ルポ）という表現方

法に内在する技法の特徴として「事実に語らせる」ため、多くの事実を含む表現に
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なるのが必然である。ルポには、数多く存在する基礎資料からどのような事実を取

捨選択するか、また、どのような視点で、どのように表現するか」（東京地判平成

１０年１１月２７日・判時１６７５号１１９頁参照）に表現の選択の幅があり、創

作性が表れるのである。この点を看過し、原告各記述及び被告各記述についての個

別の判断をせず、一律の判断をした点で、原判決には誤りがある。 

原告各記述は、いずれも著作物として最低限の長さといわれる俳句（１７字）よ

りはるかに長く（１９０字～８６０字程度）、その真似を許容する必要性はない(後

記(2)イ(ｱ)のとおり、原告各記述と被告各記述の一致率は実に８０％に至る。)。 

(ｲ) 原告各記述は「一般的な考察」ではないこと 

原告各記述は、返還されるべき奨学金を回収するシステムの強化の理由について、

日本学生支援機構（以下、単に「支援機構」ということがある。）が「原資の確保」

のためであると説明しているという事実に着目し、同機構の説明とは反対に、「回

収強化の真の理由」が別にあるのではないかとの疑問を抱いているとの視点から、

表現されたものである。控訴人による記述より前に、同様の問題点を指摘したもの

の存在を、少なくとも控訴人は知らない。 

奨学金制度が原資確保のために回収強化をしていることを問題視するという視点

は一般的ではなく、控訴人がジャーナリストとして取材等を通じて集めた資料等の

分析から、控訴人自らが導き出したものであるから、原告各記述は、「一般的な考

察」を示すものではない。 

(ｳ) 原告各記述を細分化しすぎていること 

原判決は、本件記事部分を二つ（原判決別紙１における「あ」と「い」）に分断

し、本件ルポ部分(ｲ)を七つ（原判決別紙２の「２－２あ」から「２－２き」まで）

に分断したが、約３００字から９００字のまとまりをもった記述を細分化し、それ

ぞれの断片のみについて著作物性を検討するという判断手法は、それぞれが連続し

た一体の記述であることを看過するもので、記述全体における記述順序の創作性が

判断されないという点で誤っている。 
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イ 著作権侵害が成立すること 

(ｱ) ルポルタージュとは何か 

ルポルタージュ（ルポ）とは、取材で得た事実に基づき社会問題などをテーマに

して著者の考えや疑問、感情を表現する文学の一種である。一般読者向けの読み物

であり、事実の正確さと同時に、読み物としての面白さが求められる。 

ルポには、一般的に「事実に語らせる」という技法がある。著者が目撃した光景

や情景、驚きや発見を、効果的かつ迫力ある表現にするために、余分な説明を極力

そぎ落とし、客観的な事実だけで構文する方法である。事実を淡々と記述しながら、

「行間」部分において著者の考えを表現するものである。 

したがって、ルポとは、素材としての事実の選択や配列、構成に、より慎重な工

夫が求められる文芸の一種であり、同じ事実について述べられたものでも、著者に

よって表現方法を異にする。 

(ｲ) ルポとしての原告各記述の特徴 

ａ 作成経緯 

控訴人は、経験あるジャーナリストであり、いわゆるサラ金問題など多重債務問

題を取材し、多くの記事を発表してきた。奨学金問題の取材を開始したのは２０１

０年（平成２２年）頃である。控訴人は、ジャーナリスト活動における取材を通じ

て、支援機構がサラ金的な体質に陥っているのではないかとの問題意識を持つに至

った。 

ｂ 事実の取捨選択及び取捨選択した事実の文章の構成（順序） 

原告各記述は、次のとおり、数多く存在する基礎資料から特定の事実を取り出し、

「サラ金化する奨学金」との控訴人の問題意識の視点から、それを効果的に伝える

文章として、控訴人が独自に構成し、表現したものである。 

(a) 本件記事部分について 

控訴人は、本件記事部分の原稿を執筆するに当たり、裁判所、債務者、文部科学

省、支援機構などに取材をし、従来の取材実績に加えてそれらの取材結果を利用し



 - 8 - 

た。「サラ金化する奨学金」との控訴人の問題意識を効果的かつおもしろく読者に

伝えるため、一般に知られていないデータを使用している。本件記事部分は、回収

強化は「原資確保のため」と説明する支援機構の説明に矛盾があることを指摘する

ものであるところ、控訴人は、説得力を持たせるためにデータを使用しつつ、煩雑

にならず、読みやすくなるように、素材の選択・配列・構文を工夫して、これを執

筆した(甲２、２１)。すなわち、本件記事部分では、控訴人が奨学金に対する問題

意識として、「原資の確保であれば元本の回収がなにより重要だ」と考えたことを

軸とし、その考えを示す事情として、「日本育英会から独立行政法人に移行した〇

四年」をターニングポイントと捉えた上で、「以降、回収金はまず延滞金と利息に

充当するという方針を頑なに実行している」と説明し、更にその例として、「一〇

年度」の「利息収入」や「延滞金収入」、「一〇年度期末」の「民間銀行からの貸

付残高」及び「年間の利払い」や、「サービサー」からの「回収」額及び「手数料」

額を具体的に示している。 

しかし、控訴人の問題意識を説明するために、「〇四年以降」の傾向をことさら

ピックアップする方法だけが効果的な方法とは限らず、また、その傾向に関する記

述として「一〇年度」のデータを取り上げて示す必要もなく、選択の幅があるとこ

ろ、本件記事部分は、数多く存在する基礎資料からあえてそれらの時期に係る特定

のデータのみを取り出し、「サラ金化する奨学金」という問題意識を効果的に伝え

るものとして控訴人が独自に構成し、表現したものである。「一〇年度」のデータ

は、控訴人が積極的な取材で入手した当時の最新情報であり、これを発表した論文

や記事も存在しなかったから、控訴人は、「一〇年度」のデータが目立つように意

図的に文字を配列して文章とした。 

したがって、本件記事部分は、その内容及び記述順序において、著作物性を備え

ている。 

(b) 本件ルポ部分(ｱ)について 

原告ルポは、控訴人が、「サラ金化する奨学金」というテーマについて、「読み
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手の興味を惹く面白い本にしたい」との編集者の要望に応えるため、新たに取材を

行い、いまだ誰も発表していないデータを集め、これを基に執筆を行ったものであ

る（甲２４、２５）。 

そのうち、本件ルポ部分(ｱ)は、支援機構が法的措置を用いて厳しい回収を行って

いる実態を示した場面であるところ、控訴人は、債務者が異議申立てをしない場合

は不利な立場に追いやられかねないといった支払督促制度の危険性と、それを支援

機構が多用していることの問題を分かりやすく読者に伝えるために用語の選択や配

列を工夫しているのであって、単に制度を説明したものではない。 

したがって、本件ルポ部分(ｱ)は、その内容及び記述順序において、著作物性を備

えている。 

(c) 本件ルポ部分(ｲ)について 

本件ルポ部分(ｲ)は、前記(b)のようにしてできた原告ルポの一部であり、回収強

化は「原資確保のため」という支援機構の説明に対して、客観的事実を示しながら

これを崩す場面を示したものである。控訴人は、記述に説得力をもたせるため具体

的なデータを用いつつ、煩雑にならず、読みやすくなるように、素材の選択・配列・

構文を工夫している。 

したがって、本件ルポ部分(ｲ)は、その内容及び記述順序において、著作物性を備

えている。 

ｃ 類似性・依拠性 

原告各記述と被告各記述の共通点は、いずれも控訴人の創作的な表現に係るもの

であり、被告各記述は原告各記述と類似している。創作性の程度が高くないとして

も、表現は酷似しており、類似性が認められて然るべきである。 

依拠性は、類似性の程度、無意味な部分の共通性、創作性の程度、関連状況など

を総合的に判断されるところ、被控訴人は、雑誌「選択」の存在を、遅くとも平成

２５年１０月頃に知ったことを認め、本件書籍については、これを読み、本件ルポ

部分にアクセスする機会があったとして、データを一部参考にしたことを認めてい



 - 10 - 

る。表現は酷似しているほか、本件記事部分の「民間銀行からの貸付残高」は「民

間銀行の貸付残高」又は「民間銀行からの借入残高」の誤記であり、本件ルポ部分

(ｲ)の「２０１２年度の実績」は「２０１１年度の実績」の誤記であるところ、被告

各記述においてもそれらと同じ誤記が認められることからも、依拠性が認められる

ことは明らかである。 

ｄ 小括 

以上のとおり、原告各記述と被告各記述は、創作的表現において類似する。依拠

性は認められるから、被告各記述は原告各記述の複製又は翻案であり、被控訴人は

控訴人の著作権を侵害したものである。 

(2) デッドコピーによる不法行為の成否（争点２）について 

ア 原判決の判断の誤り 

(ｱ) 原判決は、最高裁判所平成２１年（受）第６０２号、第６０３号同２３年１

２月８日第一小法廷判決・民集６５巻９号３２７５頁（以下「平成２３年最判」と

いう。）のフレーズをそのまま引用しつつ「参照」し、「特段の事情」がないこと

をいとも簡単に認定して、不法行為の成立を否定した。 

しかし、そもそも平成２３年最判は、「著作権法６条の保護を受ける著作物」と

の関係で、「同条各号所定の著作物に該当しない著作物の利用行為」について判示

したものにすぎず、著作権法６条の保護を受ける著作物に該当しない著作物以外の

ものに射程は及ばないと考えるべきである。 

そもそも著作権法が「著作物」の利用に関する保護を定め、その利用について一

定の要件で一定の保護を与えている以上、その利用については同法の保護を受けな

い場合における自由を積極的に確保しようとしていると解される一方、そもそも「著

作物」に当たらないものの利用については、同法は、単に同法上の保護を与えるこ

とを否定しているだけであり、必ずしも自由を確保しようとしているわけではない。

平成２３年最判は、あくまで著作権法６条に基づかず同法の保護をそもそも受けな

いものについて不法行為の成立を否定したにすぎず、著作物性が否定される場合の
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不法行為の成立を一般的に否定したものと解釈すべきではない。 

知的財産法によって与えられる保護と不法行為法のみによる保護とは、差止請求

権の有無、保護範囲の明確性、保護期間等の点において実質的に異なる上、不法行

為法による保護を認めることによって、損害賠償請求のみによる救済を図ることが

できる。したがって、知的財産法上の保護を受けない情報に不法行為法上の保護を

与えることには、何らの支障もなく、これを認めないとする理由はない。 

(ｲ) この点、平成２３年最判以前の裁判例では、著作物性のない情報をデッドコ

ピー等する行為について不法行為の成立を肯定したものや、創作性のない表現が利

用されたにすぎないことを理由に著作権侵害を否定しつつも、自由競争の範囲を逸

脱したなどの一定の場合に不法行為の成立を肯定した裁判例があった。 

それらのうち、例えば、いわゆるＹＯＭＩＵＲＩ ＯＮＬＩＮＥ事件の控訴審判

決（知財高裁平成１７年(ネ)１００４９号同年１０月６日判決)は、ニュース報道に

おける情報は、原告ら報道機関による多大の労力、費用をかけた取材、原稿作成、

編集、見出し作成などの一連の日々の活動があるからこそ、有用な情報となるもの

であり、問題となった見出しは報道機関である原告らの多大な労力、費用が結実し

たものであり、有料での取引の対象とされていることなどから、情報の鮮度が高い

時期に営利目的をもって反復継続して、酷似する見出しを作成し、ホームページ等

に表示させた行為は、原告の法的保護に値する利益を違法に侵害しているとして、

不法行為を成立させた。また、知財高裁平成１７年(ネ)１００９５号、第１０１０

７号、第１０１０８号同１８年３月１５日判決は、「控訴人各文献を構成する個々

の表現が著作権法の保護を受けられないとしても、故意又は過失により控訴人各文

献に極めて類似した文献を執筆・発行することにつき不法行為が一切成立しないと

することは妥当ではない。執筆者は自らの執筆にかかる文献の発行・頒布により経

済的利益を受けるものであって、同利益は法的保護に値するものである。そして、

他人の文献に依拠して別の文献を執筆・発行する行為が、営利の目的によるもので

あり、記述自体の類似性や構成・項目立てから受ける全体的印象に照らしても、他
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人の執筆の成果物を不正に利用して利益を得たと評価される場合には、当該行為は

公正な競争として社会的に許容される限度を超えるものとして不法行為を構成する

というべきである」と述べている。 

(ｳ) 平成２３年最判は、著作権「法が規律の対象とする利益とは異なる法的に保

護された利益を侵害する」場合をあくまで「特段の事情」の例示とするものという

べきところ、知財高判平成２９年（ネ）第１０１０３号、同３０年第１００１２号

同年６月２０日（原判決（東京地判平成２９年１１月１６日）引用部分)は、「自由

競争の範囲を逸脱し原告に損害を与えることを目的として行われ」る場合を、前記

「特段の事情」として掲げた。また、平成２３年最判において、「本件放送によっ

て、Ｘ２が本件契約を締結することにより行おうとした営業が妨害され、その営業

上の利益が侵害された」場合は、「法的に保護された利益」に該当すると読め、営

業妨害は、「同法が規律の対象とする利益とは異なる法的に保護された利益を侵害

する」場合の一例に当たるものと解される。また、平成２３年最判の調査官解説に

よると、名誉や「著作者が著作物によってその思想、意見等を公衆に伝達する利益」

もこれに当たると考えられる。 

しかるに、「客観的な証拠は見当たらない」として、これらについて一切考慮し

なかった原判決には誤りがある。 

(ｴ) 一般的に、他人の成果にフリーライドして利益を得る者の行為は、不法行為

に当たると考えられるところ、不法行為の成否を論ずる前に著作物性が問題になり

それが認められなかったことから不法行為でも救済されない場合が生じることは、

極めて不合理である。また、著作物に該当しないもの全てにつき不法行為が認めら

れないとすると、事実やデータを分析し説明する内容のルポの類については、その

事実やデータの収集に多大な労力やジャーナリストならではの技術が必要であるに

もかかわらず、文章自体に独創性が少ないという内在的な性質のためにそのデッド

コピーを作成されても何ら救済されないということになり、第三者によりフリーラ

イドがし放題という状況を許し、つまるところ、ジャーナリストという活動が一切
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保護を受けないことになりかねない。その意味でも、平成２３年最判が知的財産法

上保護されない場合に不法行為の成立を否定することを意図したものと解すべきで

ないことは、明らかである。 

イ 不法行為が成立すること 

(ｱ) 被告各記述が原告各記述のデッドコピーであること 

被告各記述は、原告各記述をほぼそのまま使用しており、原告各記述のデッドコ

ピーである。 

具体的には、本件ルポ部分(ｱ)と、「奨学金が日本を滅ぼす」（甲１４）における

記述とでは、１０９字全てが一致する。 

また、「日本の奨学金はこれでいいのか！」(甲４)、「人間と教育」(甲８)、「ヒ

ューマンライツ」(甲９)、「Ｊｏｕｒｎａｌｉｓｍ」(甲１０)、「ジェイピー総研

リサーチ」(甲１３)及び「生活協同組合研究」（甲３０－２）における記述は、い

ずれも、本件記事部分の記述（３０４字）と実に約２５０字が一致している。 

さらに、本件記事部分の３文目以降の記述（２２２字）は、「大阪弁護士会主催

講演要旨」(甲５)及び「反貧困世直し大集会」(甲６)における記述とは約１９０字

が一致し、「ブラック企業と奨学金問題」(甲１１)及び「貧困研究」(甲１２)にお

ける記述とは約１５０字以上が一致している。その更に一部である本件記事部分の

３文目～５文目の記述（１０３字）を取り出すと、「現代構想」(甲７)における記

述と約７０字が一致している。 

上記のとおり文字の一致率が高い本件（特に、本件記事部分については８０％を

超え、本件ルポ部分(ｱ)については１００％である。）で、不法行為成立が認められ得

ることは明らかである。 

(ｲ) 原告各記述のデッドコピーに不法行為が成立すること 

原告各記述は、控訴人による多大の労力、手間や費用をかけた取材、データの照

合や統合、原稿作成、編集などの一連の日々の活動があるからこそ、社会的にも有

用な内容となり得るものである。 
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原告各記述は、控訴人の多大の労力、手間や費用をかけたジャーナリストとして

の一連の活動が結実したものといえること、仮に著作権法による保護の下にあると

までは認められないとしても、相応の苦労・工夫により作成されたものであること、

事実やデータから筆者の分析やメッセージが込められた文章には独立した価値を有

するものとして扱われている実情があることなどに照らすと、原告各記述は、法的

保護に値する利益となり得るものというべきである。 

他方、被控訴人は、大学教授であり、自ら取材源に当たることなく記事を生業と

するジャーナリストの記事を自己の実績としてフリーライドするような行為をして

はならない立場である。それにもかかわらず、被控訴人は、控訴人に無断で、反復

継続して(本件記事部分については、控訴人が把握するだけでも、被控訴人による異

なる１１の記事において、また使用している。)、原告各記述が作成されて間もない

いわば情報の鮮度が高い時期に、原告各記述に依拠して、特段の労力を要すること

もなくこれらをデッドコピーないし実質的にデッドコピーして被告各記述を作成し、

これらを著書に掲載し、セミナー等で利用しており、控訴人の業務と競合する面が

あることも否定できない。また、被控訴人は、控訴人が調査した内容を、あたかも

自らが調査した内容のように公表することで、控訴人のジャーナリストとしての地

位を危うくするものである。かかる被控訴人の行為は悪質であり、控訴人に対する

営業妨害ですらある。 

そうすると、被告各記述に関する被控訴人の一連の行為は、自由競争を逸脱する

ものであり、社会的に許容される限度を超えたものであって、控訴人の法的保護に

値する利益を違法に侵害したものとして不法行為を構成するものというべきである

(前記ＹＯＭＩＵＲＩ ＯＮＬＩＮＥ事件控訴審判決参照)。 

第３ 当裁判所の判断 

１ 当裁判所も、控訴人の本訴請求はいずれも理由がないものと判断するが、そ

の理由は、後記２のとおり改め、後記３のとおり当審における控訴人の補充主張に

ついての判断を加えるほかは、原判決の「事実及び理由」中の「第３ 当裁判所の
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判断」（以下、単に「原判決の第３」という。）の１及び２に記載するとおりであ

るから、これを引用する。 

２ 引用に係る原判決の訂正 

(1) 原判決７頁１行目の「別紙１及び２の各対比表の」及び同頁２行目の「同対

比表の」をいずれも削除し、８頁１２行目の「別紙１及び２の各対比表について個

別に」を「審理経過に鑑み、原判決別紙１及び２の各対比表を用いて」に改め、同

頁１３行目末尾の次に改行して次のとおり加える。 

「(2) 認定事実 

括弧内に掲記する証拠及び弁論の全趣旨によると、次の各事実が認められる（以

下、次の各事実を項目名に従って単に「認定事実ア」などという。）。 

ア(ｱ) 奨学金については、その有利子化の問題点について、かねてから議論があ

り、有利子化の背景に銀行業界の政治的な影響がある旨を指摘する文献もあったと

ころ、有利子化後の有利子奨学金の規模の拡大等も踏まえ、奨学金に係る問題に取

り組む者の間では、遅くとも平成２３年１０月頃までの時点において、奨学金制度

が教育ローン化していること、有利子奨学金の資金源に財投機関債（銀行）がある

こと、返還金が延滞金、利子、奨学金元本という順に充当され、まず元本に充当す

るという扱いがされていないこと、延滞債権について民間の債権回収会社への回収

業務委託が進められ取立てが強化されていること、債権回収業務の委託先である民

間業者（具体的に、日立キャピタル債権回収株式会社の名称も挙げられていた。）

に対する支払が出来高払いであることから業者にとっては回収を進めた方が利益と

なることなどが、広く問題とされていた（乙５～７、９の１・２、乙１２、１３、

１６、１７）。 

(ｲ) 上記に関し、同じく平成２３年までの時点において、日本育英会が解散して

支援機構に独立法人化した２００４年（平成１６年）を契機とする有利子奨学金の

規模の拡大や回収業務の厳格化を指摘する記事も複数存在した（乙７、１１）。 

イ(ｱ) 公開資料である支援機構の平成２２年度「ＪＡＳＳＯ年報」には、同年度
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（平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日まで）の損益計算書において、「経

常収益」中、「学資金利息」が２３２億８７９８万２１４２円であること及び「延

滞金収入」が３７億１２９７万３７１７円であることが記載されており、また、同

年度のキャッシュ・フロー計算書において、「業務活動によるキャッシュ・フロー」

中、「借入利息の支払額」が３３０億２３１４万８６０９円であること及び「その

他利息の支払額」が２２億７６１１万３６１８円であることが記載されている（乙

８、１４）。 

(ｲ) 公開資料である平成２４年５月付け文部科学省高等教育局学生・留学生課の

「（独）日本学生支援機構（JASSO）奨学金貸与事業の概要」と題する資料には、新

規延滞者（延滞期間が４月～８月の者）に係る外部委託について、平成２２年度の

「委託手数料」が「１０４百万円」であり、「回収金額」が「１，６７７百万円」

であることが記載されている（乙１８）。 

ウ(ｱ) 控訴人は、平成２４年２月頃、文部科学省に対して支援機構の奨学金事業

に係る債権回収業者への委託状況及び回収状況について照会を行い、その頃回答を

得て、当該回答により得られたデータを用いて、原告雑誌記事を執筆した（甲２１）。 

(ｲ) 控訴人は、平成２５年８月１９日、支援機構に対して照会を行い、同月２７

日頃に回答を得て、当該回答により得られたデータを用いて、原告ルポを作成した

（甲２０）。」 

(2) 原判決８頁１４行目の「(2)」を「(3)」に改める。 

(3) 原判決８頁１７行目の「この箇所の原告記述と被告記述とでは」を「これら

の箇所の「原告記述」欄記載の記述（以下、単に「原告記述」ということがある。）

と「被告記述」欄記載の記述（以下、単に「被告記述」ということがある。）とで

は」に、同頁２２行目の「ある」を「充てられている」に、同頁２３行目～２４行

目の「以前」を「前」に、同頁２５行目の「乙５ないし７」を「認定事実ア(ｱ)」に、

同頁２６行目～９頁１行目の「事実」を「事実又はそれに係る評価」に、同頁４行

目の「表現それ自体ではない部分」を「思想又は感情の創作的な表現でない部分」



 - 17 - 

にそれぞれ改め、同頁７行目の「得ず」の次に「、両者は」を加える。 

(4) 原判決９頁１１行目の「この箇所」を「これらの箇所」に、同頁１９行目の

「事実」を「事実又はそれに係る思想若しくはアイデア」に、同行目～２０行目の

「表現それ自体ではない部分」を「思想又は感情の創作的な表現でない部分」にそ

れぞれ改め、同頁２２行目の「得ず」の次に「、両者は」を加える。 

(5) 原判決９頁２５行目の「この箇所」を「これらの箇所」に、１０頁１行目の

「ある」を「充てられている」にそれぞれ改め、同頁４行目の「共通点は」の次に

「、既に述べたところに照らし」を加え、同頁５行目の「事実」から６行目の「い

うべきであって」までを「事実又はそれに係る思想若しくはアイデアであり」に、

同頁７行目の「表現それ自体ではない部分」を「思想又は感情の創作的な表現でな

い部分」にそれぞれ改め、同頁１０行目の「得ず」の次に「、両者は」を加える。 

(6) 原判決１０頁１３行目の「この箇所」を「これらの箇所」に、同頁１５行目

の「ある」を「充てられている」にそれぞれ改め、同頁２１行目の「共通点は」の

次に「、既に述べたところに照らし」を加え、同頁２２行目の「事実」から２３行

目の「いうべきであって」までを「事実又はそれに係る思想若しくはアイデアであ

り」に、同頁２４行目の「表現それ自体ではない部分」を「思想又は感情の創作的

な表現でない部分」にそれぞれ改め、１１頁１行目の「得ず」の次に「、両者は」

を加える。 

(7) 原判決１１頁９行目の「ある」を「充てられている」に、同頁１５行目の「上

記共通点のうち」から１８行目の「事実であって」までを「上記共通点は、既に述

べたところに照らし、既に問題になっていた奨学金の金融事業化についての思想若

しくはアイデア又は奨学金の回収方法や支援機構の収支に関する事実若しくはそれ

らに係る思想若しくはアイデアであり」に、同頁１９行目の「表現それ自体ではな

い部分」を「思想又は感情の創作的な表現でない部分」にそれぞれ改め、同頁２１

行目の「いい難く」の次に「、両者は」を加える。 

(8) 原判決１１頁２５行目の「表現それ自体ではない部分又は」を削除する。 
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(9) 原判決１２頁３行目の「(3)」を「(4)」に改める。 

(10) 原判決１２頁５行目の「この箇所の原告記述と被告記述とでは」を「この箇

所について「原告記述（甲３）」欄の記述（以下、原判決添付別紙１の場合と同様

に単に「原告記述」ということがある。）と「被告記述（甲１４）」欄の記述（以

下、同様に単に「被告記述」ということがある。）では」に、同頁６行目～７行目

の「異議申し立て」を「異議申立て」に、同頁１１行目の「表現それ自体ではない

部分」を「思想又は感情の創作的な表現でない部分」にそれぞれ改め、同頁１５行

目の「ものであり」の次に「、両者は」を加える。 

(11) 原判決１２頁２３行目の「表現それ自体ではない部分」を「思想又は感情の

創作的な表現でない部分」に改め、同頁２６行目の「ものであり」の次に「、両者

は」を加える。 

(12) 原判決１３頁３行目の「数億円」を「数百億円」に、同頁１０行目の「表現

それ自体ではない部分」を「思想又は感情の創作的な表現でない部分」にそれぞれ

改め、同頁１３行目の「ものであり」の次に「、両者は」を加える。 

(13) 原判決１３頁２０行目の「事実」を「事実又はそれに係る評価」に、同頁２

３行目～２４行目の「表現それ自体ではない部分」を「思想又は感情の創作的な表

現でない部分」にそれぞれ改め、同頁２６行目の「ものであり」の次に「、両者は」

を加える。 

(14) 原判決１４頁３行目の「それ」の次に「（元本からまず回収すること）」を、

同頁６行目の「困難であり」の次に「、またこの箇所をその前の箇所と合わせて検

討しても、その内容は、原告ルポが発行、公表される前から既に問題になっていた

金融事業化についての一般的な考察（認定事実ア(ｱ)）の枠を超えるものではなく、

思想又はアイデアに属するものというべきであるから」を加える。 

(15) 原判決１４頁９行目の「数億円」を「数百億円」に、同頁１３行目～１４行

目の「事実」を「事実又はそれに係る思想若しくはアイデア」に、同行目の「表現

それ自体ではない部分」を「思想又は感情の創作的な表現でない部分」にそれぞれ
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改め、同頁１７行目の「ものであり」の次に「、両者は」を加える。 

(16) 原判決１５頁１行目の「被告記述とでは」から２行目の「内容的な」までを

「被告記述との」に改め、同頁５行目の「点であり」の次に「、両者は」を加え、

同頁６行目の「表現それ自体ではない部分」を「思想又は感情の創作的な表現でな

い部分」に改める。 

(17) 原判決１５頁１３行目の「(4)」を「(5)」に改める。 

(18) 原判決１６頁２行目の「最高裁」から４行目の「３２７５頁」までを「最高

裁判所平成２１年（受）第６０２号、６０３号同２３年１２月８日第一小法廷判決・

民集６５巻９号３２７５頁」に改める。 

３ 当審における控訴人の補充主張について 

(1) 著作権（複製権、翻案権）、著作者人格権（氏名表示権、同一性保持権）の

侵害の成否（争点１）について 

ア 控訴人は、ルポルタージュの特徴を指摘した上で、原告各記述は、数多く存

在する基礎資料から特定の事実を取り出し、「サラ金化する奨学金」との控訴人の

問題意識の視点から、それを効果的に伝える文章として、控訴人が独自に構成し、

表現したものであって、原告各記述と創作的表現において類似し、原告各記述に依

拠した被告各記述は、原告各記述の複製又は翻案であると主張する。 

しかし、被告各記述が原告各記述の複製又は翻案と認められないことは、訂正し

て引用した原判決の第３の１で認定説示したとおりである。 

イ(ｱ) 上記に関し、控訴人は、ルポルタージュの特徴を指摘した上で、原告各記

述は、控訴人において、素材の選択・配列・構文を工夫して執筆したものであると

主張し、具体例として、２００４年度（平成１６年度）をターニングポイントと捉

えたことや、２０１０年度（平成２２年度）の「利息収入」及び「延滞金収入」、

同年度期末の「民間銀行からの貸付残高」及び「年間の利払い」並びに「サービサ

ー」からの「回収」額及び「手数料」額を示していることを主張する。 

しかし、平成１６年における日本育英会の解散及び支援機構への独立法人化は、
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公知の事実というべきところ、それが奨学金制度の運用に少なくない影響を与えた

として、平成１６年を転換点とみるという視点は、原告雑誌記事及び原告ルポの発

表等の前から複数の記事によって示されていた（認定事実ア(ｲ)）。したがって、同

年を一つの基準時としてとらえるというアイデアはもとより、それに基づいた素材

の選択等をもって、原告各記述につき控訴人の個性が表現されたものとはいえない。 

また、原告雑誌記事の発行時期（２０１２年（平成２４年）４月）からして、そ

の執筆に当たり２０１０年度（平成２２年度）の会計上の数値を素材として選択す

るなどしたことについても、そのことをもって、原告各記述につき控訴人の個性が

表現されたものとはいえない。そして、そうである以上、その翌年に発行された原

告ルポにおいて２０１０年度（平成２２年度）の会計上の数値が用いられているこ

とをもって、原告各記述につき控訴人の個性が表現されたものとはみられない。 

(ｲ) 控訴人は、原告各記述は一般的な考察ではないと主張するが、同主張は、認

定事実ア(ｱ)及び(ｲ)に反するものであって採用できない。 

なお、証拠（甲２、２４）によると、控訴人は、原告雑誌記事及び原告ルポの執

筆依頼を受けた際、依頼者から、奨学金制度の「金融ビジネス」化の動きを批判す

る旨の論稿の執筆を依頼されたことが認められるところ、そのような執筆の方向性

に、遅くとも平成２３年までの時点で公にされていた事実や意見等（認定事実ア(ｱ)

及び(ｲ)）を併せ考慮すると、少なくとも本件記事部分及び本件ルポ部分(ｲ)の記載

内容は、表現それ自体ではないデータ等を中心に、一部評価や意見等にわたる部分

についても控訴人の表現上の創作性を認め難い特徴のない態様で記載されたものと

みざるを得ない。 

(ｳ) 以上のことは、原告雑誌記事や原告ルポがルポルタージュであるということ

により影響を受けるものではない。 

その他、控訴人が本件記事部分並びに本件ルポ部分(ｱ)及び(ｲ)について補充して

主張する点も、訂正して引用した原判決の第３の１の判断を左右するものではない。 

ウ 控訴人は、原告各記述を細分化して判断するという判断手法についても論難
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するが、訂正して引用した原判決の第３の１で認定説示した諸点や前記イで指摘し

た点に照らすと、本件記事部分を全体的に評価しても、また、本件ルポ部分を全体

的に評価しても、被告各記述が原告各記述の複製又は翻案と認められないとの判断

は、左右されるものではないというべきである。 

(2) デッドコピーによる不法行為の成否（争点２）について 

控訴人は、被告各記述が原告各記述のデッドコピーであり、本件については、平

成２３年最判の射程外であるか、それを踏まえるとしても平成２３年最判にいう「特

段の事情」があるという旨を主張する。 

しかし、本件全証拠をもってしても、被告各記述について、原告各記述の複製又

は翻案と認められないにもかかわらず、被控訴人の控訴人に対する不法行為の成立

を認めるべき特段の事情が認められないことは、訂正して引用した原判決の第３の

２で説示したとおりである。 

この点、前記(1)イ(ｲ)で指摘したように、遅くとも平成２３年までの時点で公に

されていた事実や意見等（認定事実ア(ｱ)及び(ｲ)）を考慮すると、奨学金制度の「金

融ビジネス」化というテーマについて、少なくとも本件記事部分及び本件ルポ部分

(ｲ)の記載内容は、控訴人の表現上の創作性を認め難いものである。また、本件ルポ

部分(ｱ)の記載内容が支払督促の制度内容をありふれた表現で説明したものという

べきことは、引用に係る訂正後の原判決の第３の１(4)アで説示したとおりである。 

その上で、有利子奨学金やその回収に係る問題が広く認識されていたこと（認定

事実ア(ｱ)）、被告各記述の作成時点において公開資料から把握し得た事実（認定事

実イ(ｱ)及び(ｲ)）に加え、被告各記述のうち本件書籍に掲載されたもの（甲４）は

原告ルポと同時に同一書籍に掲載されたものであること（甲３）、被告各記述に係

る雑誌記事等の中には、脚注等で本件書籍が参考文献である旨明記されているもの

が多く存在すること（甲７～１０、１２、１３）のほか、控訴人が主張する原告雑

誌記事及び原告ルポの執筆に当たり控訴人が独自にデータを取得したという点につ

いても、官公庁や公的機関というべき支援機構に対して照会をしたというもので（認
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定事実ウ(ｱ)及び(ｲ)）、当該照会により控訴人が得た内容もその多くは公開資料に

基づくものであったことがうかがわれること（甲２０、２１）などを総合的に考慮

すると、他方で、控訴人が指摘するとおり、被告各記述と原告各記述の類似の程度

が相当に高いことや、被告各記述を作成するに際し、被控訴人が原告各記述に記載

されたデータを参考としたこと（被控訴人が自認する事実）を踏まえても、被告各

記述について、被控訴人がこれらを発表するに当たり、控訴人に対し、原告各記述

のデータを参考としたことを事前に説明するなどの一定の配慮をすることも考えら

れたことは別として、不法行為による損害賠償責任をもって臨むべき特段の事情は

認められないというべきである。 

その他、控訴人が主張する点は、いずれも上記判断を左右するものではない。 

第４ 結論 

よって、控訴人の本訴請求をいずれも棄却した原判決は相当であり、本件控訴は

理由がないから、これを棄却することとして、主文のとおり判決する。 

    知的財産高等裁判所第２部 
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